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開 会  午後２時００分 

    

１１１１    開会宣告開会宣告開会宣告開会宣告    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）こんにちは。ただいまの出席議員は１２名です。これより平成２７年第２回 

白馬村議会臨時会を開会いたします。 

 

２２２２    議事日程の報告議事日程の報告議事日程の報告議事日程の報告    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）ただちに本日の会議を開きます。本日の会議は議事の都合により、特に午後  

 ２時に繰り下げて開くことにいたします。田中総務課長補佐が公務のため欠席しております 

ので、報告いたします。 

本日の議事日程は、お手元に配布してあります資料のとおりです。 

    

日程第１日程第１日程第１日程第１    諸般の報告諸般の報告諸般の報告諸般の報告    

議長議長議長議長（横（横（横（横田孝穗）田孝穗）田孝穗）田孝穗）日程第１諸般の報告をいたします。監査委員から、平成２７年２月分の一般 

会計、特別会計、水道事業会計の例月出納検査報告書が提出されております。お手元に配布 

いたしました資料のとおりですので、これをもって報告にかえさせていただきます。これで、 

諸般の報告を終わります。 

 

日程第２日程第２日程第２日程第２    会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名会議録署名議員の指名    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第１ 会議録署名議員の指名をいたします。 

  会議規則第１１９条の規定により第６番 太田伸子議員 第７番 篠﨑久美子議員 第 

８番 太田修議員  以上３名を指名いたします。 

    

日程第３日程第３日程第３日程第３    会期の決定会期の決定会期の決定会期の決定    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第３ 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日、１日限りの１日間といたしたいと思います

が、本日１日間と決定することにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

議議議議長長長長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）異議なしと認めます。よって本臨時会の会期は、本日１日限りの１日間と決 

定いたしました。 

    

日程第４日程第４日程第４日程第４    村長あいさつ村長あいさつ村長あいさつ村長あいさつ    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第４ 村長より招集のあいさつを求めます。下川村長。 

村村村村長（下川正剛長（下川正剛長（下川正剛長（下川正剛））））平成２７年第２回白馬村議会臨時会を招集いたしましたところ、議員全員の 

ご参集を賜り、厚く御礼を申し上げます。 

  平成２６年度も余すところ、あと１日となりました。ようやく春の日差しが少しずつ届く 

ようになりましたが、例年にない降雪にみまわれたことにより農作業への影響が懸念をされ 

ことから、この２０日に残雪対策本部を設置をいたしました。今後は、苗代用の圃場や神城 

断層地震の被災農地に対しまして、消雪剤購入補助を予定しておりますので、是非、ご活用 
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をしていただきたいと思います。 

  また、平成２７年度に向けた人事異動の内示を２３日に行い、新たな体制で新年度を迎え 

る準備も整いました。 

さて、本臨時会では平成２６年度一般会計補正予算（第１２号）を議案提出をしており、 

主な内容は、国の経済対策交付金や災害復旧関連事業について、繰越明許費の総額９億９千

４百万円余りの予算額を翌年度に繰り越して使用することとしております。 

また、契約案件では、平成２６年度白馬村公共下水道災害復旧工事として、塩島地区の建

設工事の請負契約の締結に当たり、議会の議決をお願いするものであります。 

  いずれにしましても災害関連のみならず各事業の遂行に努めてまいりますので、議員各位 

にもご支援とご協力をお願い申し上げるところであります。 

その他に報告案件１件でありますので、慎重なご審議を賜りますようお願いを申し上げ、 

 本臨時会の開会にあたりましてのあいさつといたします。宜しくお願いいたします。 

                            

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）これより、報告事項にはいります。 

なお、本臨時会の質疑につきましては、会議規則第５５条の規定により、１議員１議題に

つき３回まで、また、会議規則第５４条第３項の規定により、自己の意見を述べることがで

きないと、定められておりますので、申し添えます。 

 

日程第５日程第５日程第５日程第５    報告第４号報告第４号報告第４号報告第４号    損害賠償事件に損害賠償事件に損害賠償事件に損害賠償事件に係る係る係る係る損害賠償額の専決処分報告について損害賠償額の専決処分報告について損害賠償額の専決処分報告について損害賠償額の専決処分報告について    

議長議長議長議長（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）（横田孝穗）日程第５ 報告第４号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告につ 

いての報告に入ります。報告を求めます。吉田総務課長。 

総務課長（吉田久夫総務課長（吉田久夫総務課長（吉田久夫総務課長（吉田久夫））））報告第４号 損害賠償事件に係る損害賠償額の専決処分報告につきまし 

てご説明いたします。 

  損害賠償事件に係る損害賠償額の決定について地方自治法第１８０条第１項の規定によ

り、別紙のとおり専決処分をいたしましたので、同条第２項の規定により報告するものでご

ざいます。 

  １枚おめくりをください。今回６件についての損害賠償額の決定で、その内容でございま

すが、専決第５号は平成２７年１月２１日の午後２時２０分頃、白馬村大字北城９５４９番

地１７付近の村道０１０５号線において、損害賠償請求者が代車として貸与し借主が運転す

る軽乗用車が走行中、本村が管理する道路の路面の穴に左側前後輪を落とし、左側前後輪の

タイヤを損傷させたものでございます。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての過

失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金１５，２２８円を賠償したもの

でございます。 

  おめくりいただき、専決第６号は平成２７年２月１６日の午後１時５０分頃、白馬村大字

北城１２１２０番地付近の村道３１４６号線において、損害賠償請求者が所有し運転する軽

乗用車が時速４０キロで走行中、本村が管理をする道路の路面の穴に右側前輪を落とし、右

側前輪のタイヤ及びホイールを損傷させたものであります。村は損害賠償請求者に対して道

路管理者としての過失割合を６０パーセントとした示談により、車両の修理代金１７，１０

７円を賠償したものです。 
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専決第７号は平成２７年２月１６日の午後７時３０分頃、白馬村大字北城１２１２０番地

付近の村道３１４６号線において、損害賠償請求者が所有し運転する軽乗用車が走行中、本

村が管理する道路の路面の穴に右側前後輪を落とし、右側前後輪のタイヤを損傷させたもの

です。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての過失割合を６０パーセントとした示

談により、車両の修理代金１３，２００円を賠償したものであります。 

  おめくりをいただき、専決第８号は平成２７年２月１８日の午後５時頃、白馬村大字北城

９５４９番地１７付近の村道０１０５号線において、損害賠償請求者が所有し運転する軽乗

用車が走行中、本村が管理する道路の路面の穴に右側前輪を落とし、右側前輪のタイヤ及び

ホイールを損傷させたものであります。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての過

失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金１３，３０６円を賠償したもの

であります。 

専決第９号は平成２７年１月７日午後２時１５分頃、白馬村大字北城７０７８番地白馬村

除雪基地の駐車場で、損害賠償請求者が車両を停車していたところ、村の所有する建物から

屋根雪が落下し、損害を与えたものです。村は損害賠償請求者に対して道路管理者としての

過失割合を１００パーセントとした示談により、車両の修理代金２９２，３０２円を賠償し

たものであります。 

  おめくりいただき、専決第１０号でありますが平成２７年２月５日の午後５時５分頃、白

馬村大字神城１１６３２番地５付近の村道１０８２号線において、損害賠償請求者が所有し

夫が運転する乗用車が時速４５キロで走行中、本村が管理する道路の路面の穴に左側前輪を

落とし、左側前輪のタイヤ及びホイールを損傷させたものであります。村は損害賠償請求者

に対して道路管理者としての過失割合を５０パーセントとした示談により、車両の修理代金

１１，６１０円を賠償したものでございます。説明は以上でございます。 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）説明が終わりました。質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）質疑なしと認め、質疑を終結いたします。本件は、報告事項ですので、以上 

で、日程第５ 報告第４号は終了いたしました。 

これより議案の審議に入ります。 

 

日程第６日程第６日程第６日程第６    議案第議案第議案第議案第３３３３３３３３号号号号    工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について工事請負契約の締結について     

議長（横田孝穗議長（横田孝穗議長（横田孝穗議長（横田孝穗））））お諮り致します。 

日程第６ 議案第３３号及び日程第７ 議案第３４号は、会議規則第３９条第３

項の規定により、委員会付託を省略することといたしたいと思いますが、これにつ

いて採決いたします。この採決は、起立によって行います。 

日程第６ 議案第３３号及び 日程第７ 議案第３４号は、会議規則第３９条第

３項の規定により、委員会付託を省略することに賛成の方の起立を求めます。 

              （起 立 全 員） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）起立全員です。よって、議案第３３号及び議案第３４号の委員会付

託を省略する件は可決されました。 

したがって委員会付託を省略し、質疑・討論・採決をすることにいたしました。 



 - 4 - 

日程第６ 議案第３３号 工事請負契約の締結についてを議題といたします。 

説明を求めます。酒井上下水道課長。 

上下水道課長上下水道課長上下水道課長上下水道課長（酒井洋）（酒井洋）（酒井洋）（酒井洋）議案第３３号工事請負契約の締結についてお願いしたします。 

次のとおり工事請負契約を締結したいので、地方自治法第９６条第１項第５号及び議会の

議決に付するべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により議会の議

決を求めるものでございます。 

内容でございますが災害復旧に伴う工事請負契約を締結したいので議会の議決を求める

ものでございまして、契約の目的です。平成２６年度長野県神城断層地震に伴う白馬村公共

下水道災害復旧工事です。契約金額、５３，５６８，０００円です。契約の相手方ですが白

馬村大字北城１２８１６番地５ 株式会社 落田、代表取締役 塩島 正です。以上です。    

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）「質疑なし」と認め、質疑を終結いたします。 

討論に入ります。討論は、ありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）「討論なし」と認め、討論を終結いたします。採決をいたします。 

議案第３３号 工事請負契約の締結についてを原案のとおり決定することに賛成の方の

起立を求めます。 

             （起 立 全 員） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）起立全員です。 

よって、議案第３３号は、原案のとおり可決されました。 

    

日程第７日程第７日程第７日程第７    議案第３４議案第３４議案第３４議案第３４号号号号    平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第１２号）平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第１２号）平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第１２号）平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第１２号）     

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）日程第７ 議案第３４号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第１２号）

を議題といたします。提案理由の説明を求めます。吉田総務課長。 

総務課長（吉田久夫）総務課長（吉田久夫）総務課長（吉田久夫）総務課長（吉田久夫）議案第３４号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第１２号）につ

きましてご説明いたします。 

第１条歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１４，１５３，０００円を減額し、歳入

歳出予算の総額を６，６４８，２９４，０００円とするものであります。 

歳入歳出とも主なものにつきましてご説明をいたします。 

  ７ページ、歳入明細をご覧ください。９款地方交付税の特別交付税の増額は２４４，６８

６，０００円の交付額確定によるものでございます。１３款国庫支出金１項５目災害費国庫

負担金の公共土木施設災害復旧負担金は、補助率の確定により起債から国庫負担金へ振り替

えることにより９２，５３３，０００円の増額であります。２項３目衛生費国庫補助金の災

害廃棄物処理費補助金は平成２７年度の災害査定に伴い一般財源へ振り替えるというもの

で３５，０００，０００万円の減額。５目教育費国庫補助金は事業主体の組み替えや事業費

の減に伴い１７，６２５，０００円を減額するものであります。８ページ、１４款県支出金

２項１目総務費県補助金は山岳高原を活かした世界水準の観光づくり補助金の６，９９５，

０００円の減額であります。１７款繰入金１目財政調整基金繰入金は、事業完了に伴う特定
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財源の精算等により１４０，９５２，０００円の減額です。２０款村債の５目観光債、６目

土木債は事業完了に伴いそれぞれを減額し、９目災害復旧債の農地農林施設災害復債は現時

点での小災害復旧費では激甚地としてのかさ上げ補助ができないことによりかさ上げ分を

１，５００，０００円減額し、公共土木施設災害復旧債は、補助率増高の確定に伴い起債額

を１３８，９００，０００円減額するものでございます。 

９ページ歳出明細をご覧ください。なお、財源変更のみの場合の事業につきましては割愛

をさせていただきます。２款総務費７項２目施設管理費のスノーハープ維持管理事業ですが

事業完了に伴う精算により設計管理委託料、施設改修工事費計８，２９６，０００円の減額

でございます。１０ページ、７款土木費２項３目道路新設改良費ですが、道路改良起債事業

のうち辺地対策事業の精算により５７，０００，０００円の減額です。１０款２項１目現年

発生公共土木施設災害復旧事業費ですが５，９５１，０００円の減額で、実施設計等委託料

が現年補助災害分を１１，０００，０００円減額、災害復旧工事費３，００３，０００円が

事業費の増に伴い増額し、現年発生公共土木施設災害復旧事業単独分は調査設計等委託料と

して１１，５００，０００円増額するものであります。４項１目現年発生その他公共施設災

害復旧費は５，７０６，０００円の減額で、実施主体の変更による予算の組み替えや不要と

なった事業費の減額によるものであります。 

恐れ入りますが、議案の表書きをご覧いただきたいと思います。第２条 地方自治法第２

１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用することのできる経費は「第２表 繰

越明許費」による。ということで、２枚おめくりをいただきたいと思います。第２表の繰越

明許費でございます。これは国の経済対策や災害関連に伴うものが主なものでございます。

若干内容をご説明申し上げますとまず最初に経済対策の関係でございますが、事業名をご覧

いただきたいと思います。白馬高校支援事業、総合戦略策定事業、そして６つ飛ばしまして

特産品開発事業、１つ飛ばして海外観光客受皿整備事業、商工振興事業、２つ飛ばして中学

校教育振興事業これらにつきましては、補正予算第１０号でお認めをいただきました事業で

あります。次に災害復旧の関連でありますが、上から５番目、災害救助経費、環境衛生事業、

塵芥処理事業、農業振興事業、７つ飛ばしまして現年発生林道施設災害復旧事業以降の全て

が災害関連の事業でございます。その他、これら以外の事業につきましては、上から３番目

電算事業は社会保障税番号制度システム整備費用、次の地球温暖化対策事業は、ＥＶ急速充

電器設置費用、５つ飛ばしまして奈良井有効利用整備事業は工事費及び設計委託費、２つ飛

ばして道路改良起債事業は落倉辺地事業の工事費・用地費及び補償費、次の防災事業は防災

費は青鬼地区の屋外小局に係る経費の関係になります。以上の合計額９９４，８２１，００

０円を次年度に繰越しをしたいというものでございます。 

次に、地方債補正の変更でございますが４ページをご覧ください。各起債の目的に基づき

まして事業費の限度額を今回はそれぞれ減額し変更するというものでございます。 

説明につきましては以上でございます。 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）説明が終わりました。これより質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）「質疑なし」と認め、質疑を終結いたします。討論に入ります。討論は、あ

りませんか。 
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（「なし」の声あり） 

議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）議長（横田孝穗）「討論なし」と認め、討論を終結いたします。採決いたします。 

  議案第３４号 平成２６年度白馬村一般会計補正予算（第１２号）、は原案のとおり決定

することに賛成の方の起立を求めます。 

（起 立 全 員）  

議長（横田議長（横田議長（横田議長（横田孝穗）孝穗）孝穗）孝穗）起立全員です。 

よって、議案第３４号は、原案のとおり可決されました。 

これで、本臨時会に付された議事日程は、すべて終了いたしました。 

以上をもちまして、平成２７年 第２回 白馬村議会臨時会を閉会といたします。 

大変、ご苦労さまでした。 

 

閉 会 午後２時２３分 

 

以上、会議の顛末を記載し、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 

 

   平成  年   月   日 

 

     白馬村議会議長 

    

     白馬村議会議員 

 

     白馬村議会議員 

 

     白馬村議会議員 

 


